
 

 

一般競争入札の実施について 

 

社会福祉法人ピースクエア『特別養護老人ホームけやきの杜』における次の改修工事の

入札を実施しますので、参加を希望する場合は参加申請書に関係書類を添付の上、提出し

て下さい。 

（埼玉県物品等競争入札参加資格登録業者、埼玉県より指名停止処分を受けていない業者、

医療・福祉関連事業の納入実績を有す業者） 

 

調達案件 （ １ 件 ） 見守り支援介護ロボットに関連する大規模改修工事一式 

資 料 の 配 布 期 間 

 

令和５年１２月５日～１２月１２日 

（１０時～１７時まで） 

申 請 受 付 期 間 令和５年１２月５日～１２月１２日 

入 札 日 時 令和６年１月１１日１４時より 

入 札 ・ 契 約 保 証 金 無 

最低制限価格 有 

資 料 の 受 取 ・ 提 出 

 

住所 埼玉県北本市朝日 1 丁目 30 番１ 

電話 ０４８－５９３－８０８０     

社会福祉法人ピースクエア 

特別養護老人ホームけやきの杜 

社会福祉法人ピースクエア 



 

 

一 般 競 争 入 札 公 告 

 

 

設備整備に係る入札について、社会福祉法人ピースクエア経理規程第６５条の規定により、条件

付一般競争入札を執行するので、次の通り公告する。 

 

令和 5 年 12 月 5 日 

社会福祉法人 ピースクエア 

理事長  髙田 尚 

 

１．概  要 

 

(1)調達案件 

特別養護老人ホームけやきの杜  

見守り支援介護ロボットに関連する大規模改修工事一式 

 

(2)調達案件の仕様等 

入札説明書及び入札仕様書による。 

 

(3)納期 

令和 6 年 2 月 15 日 

 

(4)納入場所 

埼玉県北本市朝日一丁目 30 番 1 特別養護老人ホームけやきの杜 

詳細は入札説明書及び入札仕様書による。 

 

２．入札参加資格 

以下に掲げる要件をすべて満たしている者であること。 

(1)埼玉県物品等競争入札参加資格登録業者、ただし、入札日に埼玉県指名停止等措置要領に

基づく指名停止期間中でない者 

(2)地方自治法施行令第 167 条の 4の規定に該当しない者。 

(3)商法の「株式会社」又は「有限会社」の法人格を有すること。 

(4)医療・福祉関連事業の納入、設置、設定の実績があること。 

(5)入札仕様書の要求する事項を確実に履行可能であること。 

(6)納入後の点検、修理、部品供給を適切かつ迅速に行う体制を有すること。 

(7)次に示す経営不振の状態にないこと。 

ア 民事再生法（平成 11 年法律第 225 条）に基づき再生手続開始の申立てがなされた

とき。 

イ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更正手続を行ったとき。 

ウ 商法（明治 32 年法律第 48 号）により会社の整理又は特別清算を開始したとき。 

(8)暴力団員が経営する業者又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者及びこれに準ずる

者でないこと。 

 

   

 

 



３．入札日程等    

(1)資料配布期間 令和 5 年 12 月 5 日（火）～12 月 12 日（火） 

  時間：10 時～17 時まで、期間中 土、日、祝日を除く 

場所：特別養護老人ホームけやきの杜（下記参照） 

 ※入札説明書、入札仕様書の交付 

 

(2)申請受付期間 令和 5 年 12 月 5 日（火）～12 月 12 日（火） 

※（受付時間、受付場所は上記に同じ、下記参照） 

入札参加希望者は、令和 5 年 12 月 8 日 午後 5 時までに会社名、住所、担当者名、電話

番号、ＦＡＸ番号と｢入札参加希望｣を明記した「入札参加申込書」と、入札参加資格の確

認できる書類を添付し、下記設立準備室宛にメールにて申し込むこと。書式は自由とする。 

 

(3)入札予定日  令和 6 年 1 月 11 日（木）  

時間：14 時より 

場所：特別養護老人ホームけやきの杜（下記参照） 

※入札時に、配布した入札仕様書は返却のこと。 

 

 ・資料配布、申込書類提出先、入札場所 

    社会福祉法人ピースクエア特別養護老人ホームけやきの杜事務所 

    埼玉県北本市朝日 1 丁目 30 番 1 

    ＴＥＬ：048-593-8080 ＦＡＸ：048-593-0035 

e-mail：morita@psq.or.jp 

担当者：森田（モリタ）     

 

(4)入札保証金及び契約保証金 

  免除 

 

４．落札者の決定等 

 発注者の定めた予定価格の範囲内で、且つ最低の入札者を落札者とする。ただし、最低制

限価格制度有。また、入札の回数については、２回とする。落札者がいない場合は、再度入

札を 1 回行う。 

 落札額決定に際しては、入札書に記載された金額の 10％に相当する額（消費税相当額）を

加算した金額をもって契約金額とする。入札者は、消費税抜きの金額にて入札のこと。 

 入札書は封筒に入れ、代表印にて封印し提出の事。 

 

５．契約及び支払方法 

納品後、検品の上、整備促進事業費県費補助金、独立行政法人福祉医療機構借入金等によ

る支払いを基準とし、協議の上決定する。 

 

６．その他、詳細は入札説明書、入札仕様書によるが、当該入札公告書は、入札説明書と同様の内

容とし、入札説明書に変えることができる。 

 

以上 


